
 

練馬区立大泉第二中学校の教育環境保全および都市計画道路の整備に関する

有識者委員会設置要綱 

平成 28年３月 10日  

2 7練 土 計 第 9 61号  

（設置） 

第１条 練馬区立大泉第二中学校の教育環境保全ならびに都市計画道路補助第135

号線および補助第232号線の整備について、都市計画、教育、建築等の専門的な見

地から事業の方向性および方策について検討するため、練馬区立大泉第二中学校

の教育環境保全および都市計画道路の整備に関する有識者委員会（以下「有識者

委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 有識者委員会は、つぎに掲げる事項を検討し、その結果を区長に提言する。 

 ⑴ 都市計画道路補助第135号線および補助第232号線の整備の方策ならびにこれ

に伴う練馬区立大泉第二中学校の教育環境保全策に関する事項 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、当該地域に関して区長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 有識者委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。 

２ 委員長および副委員長は、委員の中から区長が指名する。 

３ 委員は、つぎに掲げる者とし、区長が委嘱する。 

 ⑴ 都市計画に関する学識経験者 

 ⑵ 教育に関する学識経験者 

 ⑶ 建築に関する学識経験者 

 ⑷ ＰＴＡ関係者 

 ⑸ 練馬区技監 

 ⑹ 練馬区教育委員会事務局教育振興部長 

 ⑺ 練馬区立大泉第二中学校長 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、有識者委員会が必要と認める者 

（委員長および副委員長の職務） 

第４条 委員長は、有識者委員会を代表し、会務を総理する。 
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２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議の招集等） 

第５条 委員長は、有識者委員会を招集し、有識者委員会を主宰する。 

２ 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めること

ができる。 

（会議の公開）  

第６条 会議は原則公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認め

るときまたは会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要

があると認めるときは、この限りでない。  

２ 傍聴に関して必要な事項は、区長が別に定める。 

（事務局） 

第７条 有識者委員会の事務局は、土木部計画課に置く。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、有識者委員会の運営に関し必要な事項は委

員長が別に定める。 

付 則 

 この要綱は、平成28年３月30日から施行する。 

 

 

 

 


